
この記章贈呈事業は、市民が行う継続した善行活動に対し
感謝を表すとともに、活動継続の励みとなる証として 
三木市社会福祉協議会が記章を贈呈する事業です。 

■応募受付期間       
2026年4月2日～5月10日 

詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

※業務時間は、祝日を除く月曜日から土曜日までの8時30分から17時15分までとなっています。 

■以前、いずれかの記章の贈呈を受けられた方は？ 
※次の表をご覧いただき応募できる記章をご確認ください。 

※記章は、６月に郵送にて贈呈させていただきます。 

この記章贈呈は、善行活動を 

以前贈呈を受けた記章 活動開始年月から１０年以上 

行っている個人に贈呈します。 

活動開始年月から５年以上 
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※１５年以上の活動歴がある方は 

「銀」の応募はできません。 
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団体·グループの構成員、 
企業·事業所の職員も含みます。 

今 回 応 募 で き る 記 章 

活動開始年月から１５年以上 

※「銅」の応募は

できません。 

応募用紙は
裏面です 
※応募は、ご本人で

お願いします。 

ボランタリー活動プラザみき 
所在地：三木市末広1丁目6-46（市民活動センター内）

電 話：（0794)83-0090 

活 

動 

開 

始 

年 
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■贈呈対象となる方と応募できる記章は？ 
※次の3つの項目すべてに☑チェックが入れば応募できます。同一記章贈呈は1回のみとなっています。 

銅記章 

銀記章 

行っている活動が広く一般社会の
利益となる公益活動である 
※次に掲げる活動は対象活動から除きます。 

⇒営利を目的とする活動 
⇒宗教の教育、宣伝、普及を主たる目的とする活動 
⇒政治に関わることを主たる目的とする活動 
⇒行政等から委嘱された活動 

自分自身の活動歴が5年以上ある 

現在もそれらの活動を継続している 

5年以上10年未満 

10年以上15年未満 

※10年以上の活動歴がある方は「銅」は応募
できません。 

金記章 15年以上 

※15年以上の活動歴がある方は「銅」「銀」は
応募できません。 

 

ボランティア活動をはじめてから2026年4月1日 
までの活動年数により記章は異なります。 

 



受付№ 

受付印 

◆応募用紙は窓口のみの受付となります。 
ボランタリー活動プラザみき、よかわステーションで受付をいたします。 

※金賞の方は、7月号の「ボランティア•市民活動情報 マガジン」にて掲載させていただきますのでご了承ください。 

※活動写真や掲載誌等がありましたらご提供ください。 

該当記章区分 
 

□ 銅 章 □ 銀 章 □ 金 章 
※該当する章に☑を入れてください。 

↑「継続中」が1つ以上 
なければ応募できません。 

 
応 募 者 

 

活動する上で日頃から心がけていることをお書きください。 ※必ずご記入ください。 

ふ り が な 

←2026年4月1日で実活動 
は何年何か月になりますか。 

 

お 名 前 
 

みきボランタリー活動記章 

 

応募用紙 

年 齢 等 
 

実 年 月 
 

どのような活動ですか 

歳／ 学年 

住 所 
 

〒 
 

電 話 番 号 
 

※必ずご記入ください。 
 

※はじめて活動をはじめてから2026年4月1日までのあなたの 
ボランティア活動履歴をお書きください。 

年 月 
 

※グループ•団体で活動した内容の場合は（ ）内に 

グループ•団体名をご記入ください。 

※いずれかの番号を○印で囲んでください。 
（ ）内は終えた年月をお書きください。 

※活動をはじめたのは 

年 月 
 

（ ） 

1 継続中 
2 終えている（ 年 月） 

 
年 月 

 
（ ） 

1 継続中 
2 終えている（ 年 月） 

 
年 月 

 
（ ） 

1 継続中 
2 終えている（ 年 月） 

 
年 月 

 
（ ） 

1 継続中 
2 終えている（ 年 月） 

受付者 
 

あなたの活動履歴 

活動の継続状況 

 


